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第 42 回 IFRS のエンドースメントに関する作業部会議事概要 

I. 日 時 平成 30 年 3月 12 日（月） 10 時 00 分～12 時 00 分 

II. 場 所 財務会計基準機構 会議室 

III. 議 題

 IFRS 第 16 号「リース」のエンドースメント手続

 2017 年 12 月末までに IASB により公表された会計基準等（重要な会計基準以外）のエンドー

スメント手続

 修正国際基準公開草案第 5号に寄せられたコメントとそれらへの対応

IV. 議事概要

 IFRS 第 16 号「リース」のエンドースメント手続

板橋ディレクターより、IFRS 第 16 号のエンドースメント手続において、これまでの作業部

会及び企業会計基準委員会の審議、並びにリース会計専門委員会における参考意見を踏まえて

識別した論点に関するコメント募集案形式の事務局の評価について説明がなされ、審議が行わ

れた。 

 2017 年 12 月末までに IASB により公表された会計基準等（重要な会計基準以外）のエンドース

メント手続

橋本専門研究員より、2017 年 7 月 1日から 2017 年 12 月 31 日までに IASB より公表された会

計基準等のエンドースメント手続のうち、「関連会社及び共同支配企業に対する長期持分（IAS

第 28 号の修正）」に関する「削除又は修正」の要否の検討について説明がなされ、審議が行わ

れた。 

 修正国際基準公開草案第 5号に寄せられたコメントとそれらへの対応

中根専門研究員より、修正国際基準公開草案第 5号「『修正国際基準（国際会計基準と企業会

計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準）』の改正案」に寄せられたコメ

ントとそれらへの対応に基づいて最終化する改正「修正国際基準」の「公表にあたって」、「修

正国際基準の適用」、企業会計基準委員会による修正会計基準第 1号「のれんの会計処理」及び

企業会計基準委員会による修正会計基準第 2号「その他の包括利益の会計処理」の文案につい

て説明がなされ、審議が行われた。 
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